
⼊ 札 公 告  

 次 の と お り ⼀ 般 競 争 ⼊ 札 に 付 し ま す。  

 令 和 ８ 年 ３ ⽉ 3 1 ⽇  

  独 ⽴ ⾏ 政 法 ⼈ ⾃ 動 ⾞ 技 術 総 合 機 構  

     交 通 安 全 環 境 研 究 所 ⻑  松 ⽥  敦  

◎ 調 達 機 関 番 号  6 19    ◎ 所 在 地 番 号  1 3  

１  調 達 内 容  

 （ 1 ）  品 ⽬ 分 類 番 号  7 1 、 2 7  

 （ 2 ）   購 ⼊ 等 件 名 及 び 数 量  

    両 ハ ン ド ル ⾞ 対 応 の ド ラ イ ビ ン グシ ミ ュ レ ― タ の 導 ⼊  

 ⼀ 式  

 （ 3 ）   調 達 案 件 の 仕 様 等  ⼊ 札 説 明 書 及 び 仕 様 書 に よ る 。  

 （ 4 ）   履 ⾏ 期 限  令 和 9 年 3 ⽉ 30 ⽇  

 （ 5 ）   納 ⼊ 場 所  独 ⽴ ⾏ 政 法 ⼈ ⾃ 動 ⾞ 技 術 総 合 機 構  

交 通 安 全 環 境 研 究 所  灯 ⽕ ・ 電 波 実 験 棟  

 （ 6 ）   ⼊ 札 ⽅ 法  落 札 者 の 決 定 は 、 総 合 評 価 落 札 ⽅ 式 を も っ   

て ⾏ う の で 、 提 案 に 係 る 性 能 等 に 関 す る 書 類 （ 以 下 「 総  

合 評 価 の た め の 書 類 」と い う 。）を 提 出 す る こ と 。な お 、  

落 札 決 定 に 当 た って は 、 ⼊ 札 書 に 記 載 さ れ た ⾦ 額 に 当 該  

⾦ 額 の 1 0 0 分 の 10 に 相 当 す る 額 を 加 算 し た ⾦ 額 （ 当 該  



⾦ 額 に 1 円 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、そ の 端 数 ⾦ 額 を 切  

り 捨 て た ⾦ 額 ）を も って 落 札 価 格 と す る の で 、⼊ 札 者 は 、  

消 費 税 及 び 地 ⽅ 消 費 税 に 係 る 課 税 事 業 者 で あ る か 免 税  

事 業 者 で あ る か を 問 わ ず、 ⾒ 積 も っ た 契 約 ⾦ 額 の 1 10  

分 の 1 00 に 相 当 す る ⾦ 額 を ⼊ 札 書 に 記 載 す る こ と 。  

２  競 争 参 加 資 格  

（ 1 ）  独 ⽴ ⾏ 政 法 ⼈ ⾃ 動 ⾞ 技 術 総 合 機 構 契 約 事 務 実 施 規 程  

第 2 5 条 の 規 定 に 該 当 し な い 者 。  

（ 2 ）  国 の 競 争 参 加 資 格（ 全 省 庁 統 ⼀ 資 格 ）に お い て 令 和 ７  ・ 

８  ・ ９ 年 度 に 、 「 物 品 の 製 造 」、「 物 品 の 販 売 」 若 し く は   

「 役 務 の 提 供 等 」の Ａ 、Ｂ 、Ｃ ⼜ は Ｄ 等 級 に 格 付 け さ れ   

て い る 者 。  

（ 3 ）  国 の 機 関 に お い て 、 指 名 停 ⽌ の 措 置 を 受 け て い る 期 間  

中 の 者 で な い こ と 。  

（ 4 ）  警 察 当 局 か ら 、 暴 ⼒ 団 員 が 実 質 的 に 経 営 を ⽀ 配 す る 者  

⼜ は こ れ に 準 ず る 者 と して 、国 ⼟ 交 通 省 公 共 事 業 等 か ら  

の 排 除 要 請 が あ り 、 当 該 状 態 が 継 続 して い な い 者 。  

（ 5 ）  ⼊ 札 説 明 書 の 交 付 を 受 け 、 ⼊ 札 説 明 会 に 参 加 し た 者 。 

３  ⼊ 札 書 の 提 出 場 所 等  

（ 1 ）  ⼊ 札 書 の 提 出 場 所 、 契 約 条 項 を ⽰ す 場 所 、 ⼊ 札 説 明 書



の 交 付 場 所 及 び 問 い 合 わ せ 先  

   〒 1 82 − 00 12  東 京 都 調 布 市 深 ⼤ 寺 東 町 7-42 -27  独 ⽴  

⾏ 政 法 ⼈ ⾃ 動 ⾞ 技 術 総 合 機 構 総 務 部 会 計 課 契 約 第 ⼆ 係  

 電 話 0 4 22-4 1-3 20 6  e -m a i l ： ke iyaku @ntse l . go . jp  

（ 2 ）  ⼊ 札 説 明 書 の 交 付 ⽅ 法  上 記 3  （ 1 ）の 交 付 場 所 に て 交  

付 す る 。  

（ 3 ）  ⼊ 札 説 明 会 の ⽇ 時 及 び 場 所  

令 和 ８ 年 4 ⽉ 13 ⽇ 13 時 よ り Mic roso f t  Teams 会 議 に  

て 実 施  

（ 4 ）  総 合 評 価 の た め の 書 類 の 提 出 期 限 及 び 提 出 先   

令 和 ８ 年 ４ ⽉ 2 0 ⽇ 1 7 時  上 記 ３ (1 )の ⽰ す 場 所  

（ 5 ）  ⼊ 札 書 の 受 領 期 限  令 和 ８ 年 ５ ⽉ 1 1 ⽇  1 4 時 00 分  

（ 郵 送 に よ る 場 合 は 令 和 ８ 年 ５ ⽉ ８ ⽇  1 7 時 0 0 分 必 着  

の こ と 。）  

（ 6 ）  ⼊ 札 、開 札 の ⽇ 時 及 び 場 所  令 和 ８ 年 ５ ⽉ 1 1 ⽇ 1 4 時  

00 分  独 ⽴ ⾏ 政 法 ⼈ ⾃ 動 ⾞ 技 術 総 合 機 構 交 通 安 全 環 境 研  

究 所 １ 階 ⼤ 会 議 室  

４  そ の 他  

 （ 1 ）   契 約 ⼿ 続 に お い て 使 ⽤ す る ⾔ 語 及 び 通 貨  

  ⽇ 本 語 及 び ⽇ 本 国 通 貨 。  



 （ 2 ）   ⼊ 札 保 証 ⾦ 及 び 契 約 保 証 ⾦  免 除 。  

（ 3 ） ⼊ 札 者 に 要 求 さ れ る 事 項  こ の ⼀ 般 競 争 に 参 加 を 希 望  

す る 者 は 、 総 合 評 価 の た め の 書 類 を ３ ．（ ４ ） に ⽰ す 期 限  

ま で に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。ま た 、総 合 評 価 に お い て  

⼊ 札 の 参 加 を 認 め ら れ た 者 は 、 ⼊ 札 書 を ３ ．（ ５ ） に ⽰ す  

受 領 期 限 ま で に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。な お 、⼊ 札 者 は 、 

開 札 ⽇ の 前 ⽇ ま で の 間 に お い て 、 所 ⻑ か ら 総 合 評 価 の た  

め の 書 類 に 関 し 説 明 を 求 め ら れ た 場 合 は 、 そ れ に 応 じ な  

け れ ば な ら な い 。  

 （ 4 ）  ⼊ 札 の 無 効  本 公 告 に ⽰ し た 競 争 参 加 資 格 の な い 者 の  

し た ⼊ 札 及 び ⼊ 札 に 関 す る 条 件 に 違 反 し た ⼊ 札 。  

 （ 5 ）   契 約 書 作 成 の 要 否  要 。  

 （ 6 ）  落 札 者 の 決 定 ⽅ 法  独 ⽴ ⾏ 政 法 ⼈ ⾃ 動 ⾞ 技 術 総 合 機 構  

契 約 事 務 実 施 規 則 第 ４ 条 の 規 程 に 基 づ い て 作 成 さ れ た  

予 定 価 格 の 制 限 の 範 囲 内 で あ り 、 ⼊ 札 説 明 書 で 指 定 す  

る 性 能 等 の 要 求 ・ 要 件 の う ち 、 必 須 と し た 項 ⽬ の 基 準 を  

全 て 満 た して い る 提 案 を し た ⼊ 札 者 の 中 か ら 、 ⼊ 札 説 明  

書 で 定 め る 総 合 評 価 の ⽅ 法 を も って 落 札 者 を 決 定 す る 。  

 （ 7 ）   ⼿ 続 に お け る 交 渉 の 有 無  無 。  

 （ 8 ）   そ の 他  詳 細 は ⼊ 札 説 明 書 に よ る 。  



５  Sum m ary  

 （ 1 ）  Offi c ia l  in  ch arg e  o f  d i s bu rse ment  o f  t he  p roc ur ing  

ent i t y :At s ush i  Mats uda ,  Pres iden t ,  Nat iona l  Traffic  Sa fe ty  a nd  

Env i r o n m e n t  La bo r a t o ry,  N at io n a l  Ag e n cy  fo r  A ut o mo b i l e  a n d  

Lan d  Tr an spo r t  Te c hno lo gy   

  （ 2 ）  Cl as s ific a t i o n  o f  t he  pr od uct s  t o  be  

pro cu re d    : 7 1 , 27  

  （ 3 ）  Nat ure  and  quan t i t y  o f  se r v i ces  to  be  p rocur ed  :  

Ins ta l l a t io n  o f  Dr iv ing  S i mul a tor  w i th  D ua l -H and -D r i ve  

Capa b i l i t y  , 1 se t  

  （ 4 ）  Due  Da te :  Ma rch  30 ,  202 7 .  

  （ 5 ）  Del i ve ry  p lac e :  L ig h t ing  an d  R ad io  Wave  Ex per ime nt  

Bu i ld ing ,  Nat io na l  Tra ffic  Sa fe ty  an d  Env i ronm e nt  La bo ra tory,  

Nat io na l  Age nc y  fo r  Au tomo bi l e  an d  L and  Tra nspo r t  

Tec hno l og y  

  （ 6 ）  Q ua l ifi ca t ion  fo r  par t i c ipa t ing  in  the  t e nd e r in g  

pro ce du re s :  Su p p l ie r s  e l ig i b le  fo r  pa r t i c i pa t ing  in  t he  pr o p o s ed  

tende r  a re  t hose  wh o  s ha l l :  

  ①  n o t  co me  u nde r  Ar t i c l e  2 5  o f  the  Nat iona l  Agency  fo r  

Automo bi l e  and  Lan d  Tr ans po r t  Te chno logy.  



②  have  Gra de  A ,  B ,  C  or  D  o f   "Man ufa c tu r ing  o f  p rod uc t s "  

o r “Se l l ing  Goo ds”o r  “Pro v i s io n  o f  se rv i ces ,  e t c . ” in  t e rms  o f  t he  

qua l ifi ca t i on  fo r  par t i c i pa t i ng  in ten ders  by  the  Ja pa nese  

gover ment  (un ifie d  q ua l ifi ca t io n  fo r  eve r y  m in i s t r y  an d  ag enc y )  

in  the  fis c a l  year  20 25 ,  2 026 ,  and  2 027 .  

  ③   n o t  be  suspen ded  f rom tenders  by  any  J apanese  

governme nt  agen c ie s .  

  ④  n ot  be  ent i t i e s  t ha t  ha ve  bee n  be ing  exc lu ded  f ro m  t he  

pu b l i c  pr o je c t s  o f  t he  Mi n i s t ry  o f  Lan d ,  I n f r as t r uc t ure ,  

Trans po r t  an d  To u r i s m  base d  on  th e  requ es t s  o f  th e  po l i ce  

au tho r i t i e s  because  the  en t i t i e s  a re  s ubs tant ia l l y  un der  the  

cont ro l  o f  m em be rs  o f  o r gan iz ed  c r im e  o r  th e  ent i t i e s  a re  

re l a ted  to  those  members .  

    ⑤  have  o ffic ia l l y  r ece ive d  the  so l i c i t a t io n  do cu me nts  

f ro m  t he  Pr es ide nt ,  N at io na l  Tra ffic  S a fe t y  and  Env i ron ment  

La bor a t o r y,  N at io n a l  Ag e n cy  fo r  A ut o mo b i l e  an d  L and  

Trans po r t  Techno lo gy.   

（ ７ ）  D ea d l ine  fo r  s ubmiss ion  o f  do cuments  fo r  

com pr ehe ns iv e  ev a l ua t ion ： 1 7:00 ,  Ma y  8 ,  20 26  

 （ ８ ）  B id  Su bmiss ion  D ead l ine :  1 4 :00 ,  Ma y  1 1 ,  2 026 .  



   （ ９ ）  Co ntac t  po in t  fo r  the  no t i c e :  Se con d  Pro cu rem ent  

Sec t ion ,  Acco unt in g  D iv i s io n ,  A dm in i s t r a t ion  Depar t me nt ,  

Nat io na l  Age nc y  fo r  Au tomo bi l e  an d  L and  Tra nspo r t  

Techno logy,  7 -42-27  J inda i j ih ig ash imach i ,  C hofu  c i t y,  Tokyo  

182- 001 2  Ja pan .  T EL  04 22- 41-3 206  e - ma i l ：

ke iyaku@ ntse l . go . jp  


